
 

上尾市消防吏員服制規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

令和７年３月５日  

上尾市長   畠  山   稔      

上尾市規則第６号  

上尾市消防吏員服制規則の一部を改正する規則  

上尾市消防吏員服制規則（昭和６１年上尾市規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。  

別表第１防火衣の部を次のように改める。  

防火衣  上衣  色 及 び 地

質  

紺 色 及 び 金 色 の 難 燃 性 混 紡 織 物 と す

る。  

製式  折り襟とする。  

前立てには、面ファスナー及び金属フ

ァスナーを縫い付ける。  

左右胸部及び左右腰部にポケットを付

ける。  

背面上部に「上尾消防」及び「ＡＧＥ

Ｏ  Ｆ Ｉ Ｒ Ｅ  Ｄ Ｅ Ｐ Ｔ ． 」 の 文 字

を 、 背 面 下 部 に 「 Ａ Ｇ Ｅ Ｏ  Ｃ Ｉ Ｔ

Ｙ」の文字を、それぞれ表示する。  

形状は、図２３のとおりとする。  

ズ ボ

ン  

色 及 び 地

質  

上衣と同様とする。＿  

製式  つりバンド付き長ズボンとする。  

両腿側面に雨蓋付き外ポケットを付け

る。  

左大腿部のポケット下部に「ＡＧＥＯ

 ＦＩＲＥ  ＤＥＰＴ．」の文字を表

示する。  

形状は、図２４のとおりとする。  

 図１０を次のように改める。  



図１０  しころ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２１から図２４までを次のように改める。  

図２１  活動服上衣  

 

 

 

 

 

 

 

 

図２２  活動服ズボン  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



図２３  防火衣上衣  

 

 

 

 

 

 

 

  

図２４  防火衣ズボン  

 

 

 

 

 

 

 

 

   附  則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  


